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全　員　賛　成

報告第１号 令和3年度甲良町繰越明許費繰越計算書について（一般会計予算）

報告第２号 令和3年度甲良町下水道事業会計予算繰越計算書について

報告第３号 令和3年度甲良町水道事業会計予算繰越計算書について

承認第２号 専決処分につき、承認を求めることについて	（甲良町税条例の一部を改正する条例）

承認第４号 専決処分につき、承認を求めることについて	（甲良町介護保険条例の一部を改正する条例）

承認第５号 専決処分につき、承認を求めることについて	（令和3年度甲良町一般会計補正予算（第10号））

承認第６号 専決処分につき、承認を求めることについて	（	令和3年度甲良町国民健康保険特別会計補正予算（第５号））

承認第７号 専決処分につき、承認を求めることについて	（	令和3年度甲良町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号））

承認第８号 専決処分につき、承認を求めることについて	（	令和3年度甲良町下水道事業会計補正予算（第１号））

承認第９号 専決処分につき、承認を求めることについて	（調停に代わる決定について）

議案第30号 甲良町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例	

議案第32号 令和4年度	甲良町一般会計補正予算（第１号）

議案第33号 令和4年度	甲良町下水道事業会計補正予算（第１号）

議案第34号 権利の放棄及び和解につき、議決を求めることについて

議案第36号 権利の放棄及び和解につき、議決を求めることについて

議案第37号 権利の放棄及び和解につき、議決を求めることについて

議案第38号 財産の無償譲渡につき、議決を求めることについて

請願第１号 ごみの抜本的な減量計画の策定を求める請願

発議第５号 ごみの抜本的な減量計画の策定を求める決議（案）

賛否がわかれたもの
議　員　名 議長

結果小
森

岡
田

山
田
充

山
田
裕

野
瀬

阪
東

丸
山

木
村

建
部

西
澤

宮
嵜

承認第３号
専決処分につき、承認を求めることについて				
（甲良町国民健康保険税条例の一部を改正す
る条例）

○○○○○○○○○×－ 承認

議案第31号 甲良町特別職の職員の給与に関する条例の一
部を改正する条例 ××××○×××××－ 否決

議案第35号 権利の放棄及び和解につき、議決を求めるこ
とについて ○○○○○○除

斥○○○－ 可決

発議第6号 元職員の懲戒処分の取消訴訟で最高裁上告を
非難する決議（案） ○○○○退

席○○○○○－ 可決

【賛成は〇、反対は×、議長は可否同数の場合のみ採決に加わる】

審議結果

令和４年６月定例会 ６月６日～15日

　令和４年６月定例会は、６月６日から15日までの10日間の会期で開催し、報告３件、承認８件、議案９件、請願１件、
発議２件、その他２件を審査し、審査の結果は、承認８件、可決10件、否決１件、採択１件、決定２件であった。
　一般質問は、６月６日・７日に６人が行った。
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ごみの抜本的な減量計画の 
策定を求める決議（要約）

　今、異常気象などを前にして「このままでは次世代に持続可能な自然と社会は残せ

ない」との思いが世界中に広がっており、国連を中心に、2050年までに世界のCO２の

排出量を実質ゼロにし、2030年までに2010年比で約45％を削減することが呼びかけら

れている。

　彦根愛知犬上の広域ごみ処理施設建設計画も、この問題を避けて通ることはできな

い。ごみの抜本的減量（半減）は、次のことをもたらす。	①住民や企業が、自らが毎

日生み出すゴミを見つめ直しCO２削減に貢献する。	②新しいゴミ処理施設の建設費を

低く抑えることができ、「財政危機宣言」を発した本町の財政状況の更なる悪化を防ぐ

重要な一因になる。新しいゴミ処理施設は建物だけで約200億円。国の補助を受けた場

合でも、甲良町の負担は約10億円と試算されている。その上、用地買収、造成、盛り土、

軟弱地盤対策、搬入道路の新設、施設を支える杭打ちなどの費用が、その金額に加算

され、総事業費は1.5倍～２倍に膨れ上がる恐れありと指摘されている。

　生ごみの堆肥化、徹底した分別で「ごみの資源化」など、町民·企業·行政·専門家の知

恵を集めれば、ゴミ半減は不可能ではないと思われる。全国には「ごみゼロ」を目指し、

実際にゴミの８割を資源化している徳島県上勝町をはじめ、その目標に挑戦している

自治体が生まれている。この流れが主流になってこそ、持続可能な自然と社会を次代

に引き継ぐことが出来る。

　以上の趣旨から、町長におかれましては、次の事項を措置されるよう強く要請する。

記

１　本町において「2030年までにゴミ半減」など抜本的なごみ減量計画を立てること。

以上決議する。

ファイブアール

5R5R5R ゴミを減らそうゴミを減らそう

くり返し使おうくり返し使おう

資源として
活かそう

資源として
活かそう

epair
リペア

efuse
リフューズ

断ろう断ろう

修理しよう修理しよう
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元職員の懲戒処分の取消訴訟で　　 
　　最高裁上告を非難する決議（要約）

　元町職員の「懲戒処分取消請求控訴事件」において本年５月31日に大阪高裁で、甲

良町長の控訴を棄却するとの判決が下され、町長は同年６月13日付けで上告した。

　我々は次の理由で町長の上告を非難する。

　その一つは、町側の主張が徹底して退けられたことである。

　判決では、処分の手続きにおいても、処分の根拠となった対象者の行為の内容にお

いても、町長の主張をことごとく退けた。

　処分手続きの面では、地方自治法で定められている対象者の弁明と処分理由を記載

した説明書を交付していないことについて、停職処分は、対象者の「基本的な権利で

ある」報酬請求権を喪失させる「重大な不利益処分」であるので、対象者の「権利保

護に欠けることのないように適正かつ公正な手続を」履践することが要求されるとし、

「適正手続きに反した違法なものであり取り消しを免れないと判断する」と結論付けて

いる。

　また、町長が「実体的不祥事」があったと主張している処分の対象行為についても、

顛末書の時期や記載内容を批判したうえで、顛末書のみで、どの程度の処分が「適正」

であるかを定めるための「事実認定」はできず、元職員の「責任を適正に判断するこ

とは困難である」と断じている。そして、「本件懲戒処分手続には、裁量権の逸脱、濫

用があったというべきであり」と断罪し、町側の主張を退け、言わば町長の完敗に等

しい判決である。

　その二つ目は、このような高裁判決が下されたにもかかわらず、町長の保身のためか、

“面子”だけで上告するのであれば、税金の無駄遣いとなり、山積する町政課題に対し

町長が職責を全うする妨げとなることは確実である。

　その三つ目は、地裁·高裁の敗訴判決に真摯に向き合い、現時点で違法処分を受けた

職員の名誉と「全体の奉仕者」として相応しい職場環境を整える町長としての職責を

果たし、甲良町のイメージをこれ以上汚すべきではない。

　よって、元職員の懲戒処分の取消訴訟で最高裁上告を非難し、かつ取り下げるべき

である。

　以上決議する。
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　一般質問とは、議員の日常活動と調査・研究・住民の声や自身の考え方をもとに、
町長などに方針を問うものです。

●木村　修 議員������������������������������ ６ページ
◎役場前信号の交差点改良の進捗について
◎甲良町産業集積地について
・まちづくり総合補助金のあり方について

●建部　孝夫 議員� ���������������������������� ８ページ
◎財政危機宣言について
◎４月の人事異動と職員数について
・野瀬町長の進退について

●岡田　隆行 議員� ���������������������������� 10ページ
◎総合公園の利用状況と問題について
・高校中退者に対する支援について
・産後ケアについて
◎コロナ禍における町民に対する相談支援について

●丸山　恵二 議員� ���������������������������� ７ページ
◎過疎指定について
◎道路整備について

●西澤　伸明 議員� ���������������������������� ９ページ
・甲良町政について
◎ごみの大幅減量（半減）の課題について
◎過疎法適用と財政危機宣言の影響について

●山田　裕康 議員� ���������������������������� 11ページ
◎空き家対策について
◎行政処分と降任異動について

ここが知りたい！
聞きたい！　一般質問

町政の

◎印の質問を掲載しています。
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一般質問

  北側は今年度中に完成、南側は未定

    役場前信号の 
交差点改良の進捗は

木村 　修 議員

■
　
　①�

隣
地
人
と
の
立
ち
会
い
を

し
な
く
て
い
い
方
法
は
あ

る
か
。

②�

内
部
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー

ム
及
び
外
部
選
定
委
員
会

の
状
況
は
。

③�

企
業
誘
致
を
積
極
的
に
考

え
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

本
町
も
開
発
す
る
態
度
を

見
せ
て
ほ
し
い
。
再
度
見

解
を
。

　①�

開
発
行
為
の
工
事
概
要
を

説
明
し
た
上
で
、
隣
地
承

諾
を
取
る
事
が
一
般
的
な

手
続
き
で
あ
る
。

②�

現
在
は
、
企
画
監
理
課
で

事
務
を
所
管
し
て
い
る
。

外
部
選
定
委
員
会
は
、
募

解
消
と
い
う
こ
と
で
、
県

が
事
業
計
画
を
し
た
。

②�

令
和
３
年
度
に
は
、
６
月

と
９
月
に
役
員
と
県
と
の

協
議
が
あ
っ
た
。（
町
も

同
席
）
令
和
４
年
は
、
６

月
中
に
協
議
す
る
予
定
。

③�

個
人
も
神
社
も
用
地
買
収

と
い
う
の
は
、
問
題
が

多
々
発
生
す
る
。
そ
れ
に

つ
い
て
は
、
検
討
委
員
会

で
協
議
を
進
め
て
い
く
と

県
か
ら
回
答
を
得
て
い
る
。

④�

北
側
部
分
は
今
年
度
中
に

完
了
で
、
暫
定
供
用
を
予

定
。
南
側
は
用
地
交
渉
も

あ
り
、
完
成
は
未
定
。

集
手
続
き
を
進
め
て
い
く

中
で
、
検
討
し
て
い
く
。

③�

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
、

誘
致
を
進
め
る
方
向
に
変

わ
り
は
な
く
、
具
体
は
、

県
内
の
工
業
団
地
が
少
な

  

新
し
い
募
集
要
領
の
改
正
点
を
説
明
し
、

企
業
か
ら
意
向
確
認
を
行
っ
て
い
る
状
況
で
、

意
見
集
約
を
図
っ
た
上
で
、

県
の
企
業
立
地
推
進
室
の
助
言
を
受
け
進
め
る

  

産
業
集
積
地
の
予
定
は

　
　①�

交
差
点
改
良
の
話
は
い
つ

頃
か
ら
あ
り
、
最
初
に
計

画
し
た
の
は
誰
か
。

②�

法
養
寺
役
員
と
の
話
し
合

い
は
。

③�

神
社
の
土
地
は
法
養
寺
区
、

各
戸
は
個
人
所
有
な
の
で
、

そ
こ
に
問
題
が
あ
る
の
で

は
。

④�

令
和
５
年
度
に
は
、
事
業

完
了
と
答
弁
を
も
ら
っ
て

い
た
が
、
ほ
ど
遠
い
よ
う

に
思
う
が
。

　①�

平
成
24
年
度
か
ら
、
渋
滞

役場前交差点

産業集積地航空写真

い
状
況
を
鑑
み
て
、
県
の

企
業
立
地
推
進
室
の
後
押

し
に
よ
り
進
め
て
い
き
た

い
。
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一般質問

　
　
役
場
北
側
の
道
路
工
事

は
進
ん
で
い
る
が
、
現
在

の
バ
リ
ケ
ー
ド
を
設
置
し
て

い
る
状
態
は
、
道
が
非
常
に

狭
く
な
り
危
険
で
あ
る
た
め
、

で
き
て
い
る
所
か
ら
早
急
に

仮
舗
装
だ
け
で
も
実
施
し
て

も
ら
い
た
い
。
ま
た
、
町
内

の
道
路
に
つ
い
て
、
適
切
に

管
理
で
き
る
よ
う
、
な
お
町

の
財
政
負
担
を
軽
減
す
る
た

め
に
、
町
道
か
ら
県
道
へ
の

格
上
げ
、
県
道
か
ら
町
道
へ

の
格
下
げ
に
つ
い
て
要
望
を
。

　

工
事
に
つ
い
て
は
、
今

年
３
月
、
県
に
早
期
完
了
を

要
望
し
て
お
り
、
県
か
ら
も

急
い
で
工
事
を
行
う
と
回
答

を
も
ら
っ
て
い
る
。
今
年
度
、

必
ず
、
供
用
開
始
に
な
る
の

で
、
も
う
し
ば
ら
く
待
っ

　

現
在
、「
持
続
的
発
展
計

画
」
の
素
案
を
策
定
し
て
お

り
、
計
画
を
仕
上
げ
、
９
月

議
会
で
提
案
す
る
。
宅
地
造

成
に
つ
い
て
は
、
県
に
も
働

き
か
け
て
い
る
が
、
難
し
い

の
が
現
状
で
あ
る
。
今
後
は
、

そ
の
計
画
を
基
に
諸
施
策
を

実
施
し
、
人
口
減
少
を
鈍
化

さ
せ
、
個
別
の
施
策
を
積
み

上
げ
て
い
き
、
将
来
に
繋
げ

て
い
く
。

  持続的発展計画を基に諸施策を実施

  過疎地域指定に 
関する今後の方針について問う

  

県
に
意
見
し
て
い
く

  

町
道
か
ら
県
道
へ
の
格
上
げ
、

県
道
か
ら
町
道
へ
の
格
下
げ
に

つ
い
て
問
う

　
　
本
町
は
過
疎
法
に
基
づ

く
過
疎
地
域
に
指
定
さ
れ
た

が
、
人
口
減
少
に
歯
止
め
を

か
け
る
に
は
、
若
者
へ
の
移

住
施
策
、
学
校
園
・
医
療
機

関
の
充
実
、
公
共
交
通
等
の

移
動
手
段
の
確
保
、
宅
地
造

成
な
ど
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く

り
を
推
進
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
。
町
と
し
て
計
画
策
定

を
含
め
、
今
後
の
方
針
を
ど

の
よ
う
に
検
討
し
て
い
る
の

か
。

丸山　恵二 議員

て
ほ
し
い
。
町
内
道
路
の
格

上
げ
、
格
下
げ
に
つ
い
て
は
、

道
路
整
備
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ

ロ
グ
ラ
ム
が
湖
東
土
木
管
内

で
作
成
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ

き
道
路
の
整
備
計
画
が
で
き

る
流
れ
で
あ
り
、
町
道
認
定

に
向
け
て
の
作
業
も
行
わ
れ

る
こ
と
か
ら
、
意
見
し
て
い

く
。

役場北側の道路
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一般質問

    財政危機宣言を問う

め
ず
、
例
年
帳
尻
合
わ
せ

の
予
算
編
成
を
し
て
き
た

こ
と
に
大
き
な
反
省
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②�

令
和
元
年
度
に
財
政
健
全

化
計
画
を
策
定
す
る
予
定

で
あ
っ
た
が
、
令
和
２
年

か
ら
３
年
へ
と
、
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
蔓
延

し
、
そ
ち
ら
の
対
応
が
至

上
命
題
と
な
り
、
財
政
健

全
化
計
画
が
中
断
し
棚
上

げ
状
態
に
な
っ
た
。
今
、

改
め
て
第
３
次
の
財
政
健

全
化
計
画
を
立
て
て
い

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

予
算
編
成
、
策
定
の
中
で

査
定
の
仕
方
、
財
源
の
切

り
詰
め
等
が
甘
か
っ
た
こ

と
の
反
省
で
あ
る
。

③�

予
算
見
積
り
の
仕
方
、
査

定
の
や
り
方
が
ま
ず
か
っ

た
。
ト
ッ
プ
査
定
で
、
経

常
経
費
の
具
体
の
切
込
み

ま
で
入
念
に
で
き
て
い
な

か
っ
た
こ
と
が
大
き
な
反

省
で
あ
る
。

　
　①�

こ
の
４
年
間
で
、
何
が
原

因
・
要
因
で
町
の
財
政
が

危
機
に
陥
っ
た
の
か
。
そ

の
分
析
、
考
察
は
で
き
て

い
る
の
か
。

②�

財
政
危
機
の
要
因
は
、
行

政
事
業
・
事
務
の
委
託

料
、
過
剰
な
人
件
費
、
物

品
の
購
入
費
（
備
品
、
消

耗
品
等
）
に
あ
る
が
、
そ

の
間
、
財
源
確
保
、
財
政

再
建
の
対
策
を
と
り
、
努

力
は
し
て
こ
な
か
っ
た
の

か
。

③�

こ
の
財
政
危
機
事
態
を
招

い
た
責
任
は
、
ど
こ
に
、

誰
に
あ
る
と
認
識
し
て
い

る
か
。

　①�

他
の
団
体
（
市
町
村
）
と

比
較
し
て
「
経
常
収
支
比

率
」、「
実
質
公
債
比
率
」

が
高
い
。
そ
れ
と
、「
財

政
調
整
基
金
」
の
積
立
残

高
が
乏
し
い
こ
と
。

　

�　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
、

こ
の
４
年
間
、
事
業
の
見

直
し
や
経
費
の
節
減
に
努

建部　孝夫 議員

   財政危機は町長の責任と受け止め、 
反省している

    新ごみ処理施設整備計画の 
総事業費は。規模縮小へ取り組みを

■
　
　①�

人
事
異
動
は
、
人
材
の
育

成
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
・

室
等
の
仕
事
（
業
務
）
を

ス
ム
ー
ズ
に
進
め
る
こ
と

に
あ
る
と
思
う
が
、
ど
う

か
。
そ
れ
と
、
町
長
一
人

で
全
て
の
職
員
を
掌
握
し

き
れ
な
い
た
め
、教
育
長
、

総
務
課
長
等
と
も
合
議
し

て
決
め
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
そ
の
よ
う
に
し
た
の

か
。

②�

町
の
職
員
数
は
、
町
の
甲

斐
性
・
行
財
政
規
模
（
町

の
人
口
、
行
政
課
題
、
財

政
状
況
、
事
務
量
等
）
か

ら
し
て
適
切
・
適
正
と
考

え
て
い
る
か
。

　①�

人
事
異
動
は
、
仕
事
が
で

き
る
環
境
、
活
性
化
、
チ

ー
ム
ワ
ー
ク
、
年
数
、
適

材
適
所
等
に
配
慮
し
て
い

る
。

　

�

教
育
長
以
下
、
幹
部
職
員

に
事
前
協
議
を
し
、
町
長

が
最
終
判
断
・
最
終
人
事

を
し
た
。

※�

こ
の
答
弁
の
一
部
に
は
、

虚
偽
の
疑
い
が
あ
る
。

②�

現
場
の
意
見
を
聞
い
て
、

そ
れ
を
調
整
し
て
き
た
結

果
で
あ
る
。
中
身
が
精
査

で
き
て
い
な
い
、
そ
こ
ま

で
切
り
込
め
な
か
っ
た
。

  

人
事
異
動
は
適
正
に
判
断
し
た

職
員
数
は
現
場
の
意
見
を
聞
い
て
配
置
し
た

  

４
月
の
人
事
異
動
と
職
員
数
は
、

適
切・適
正
と
思
う
か
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一般質問

　①�

当
初
の
２
０
０
億
円
と
い

う
数
字
し
か
聞
い
て
い
な

い
。
搬
入
道
路
も
お
お
よ

そ
の
ル
ー
ト
が
提
示
さ
れ

て
お
り
、
彦
根
市
の
み
な

ら
ず
４
町
が
搬
入
す
る
共

同
利
用
の
面
で
一
部
負
担

ま
で
は
聞
い
て
い
る
だ
け

で
、試
算
値
、具
体
の
数
字
、

検
討
に
は
ま
だ
入
れ
て
い

な
い
。

②�

搬
入
道
路
に
つ
い
て
は
議

員
の
情
報
だ
け
で
、
行
政

と
し
て
の
情
報
は
今
の
と

こ
ろ
何
も
な
い
。
財
政
運

営
が
厳
し
い
状
況
の
中
、

新
ご
み
処
理
施
設
が
あ
り
、

さ
ら
に
近
江
鉄
道
の
上
下

分
離
方
式
に
よ
る
１
・
47

％
の
負
担
と
い
う
問
題
も

今
後
、
恒
常
的
に
発
生
し

て
く
る
。
広
域
行
政
へ
の

支
出
は
極
力
抑
え
る
財
政

努
力
を
、
彦
根
市
と
と
も

に
先
頭
に
立
っ
て
や
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ

て
い
る
。

　
　①�

新
ご
み
処
理
施
設
整
備
計

画
は
、
金
額
が
ブ
ラ
ッ
ク

ボ
ッ
ク
ス
だ
。
施
設
だ
け

で
約
２
０
０
億
円
。
広
域

組
合
は
、
現
時
点
で
総
事

業
費
が
明
示
で
き
な
い
と

い
う
。
今
後
必
要
な
用
地

買
収
、
造
成
、
盛
土
、
軟

弱
地
盤
対
策
、
施
設
を
支

え
る
く
い
打
ち
、
搬
入
道

路
の
新
設
、
こ
れ
は
彦
根

市
の
計
画
だ
が
、
４
町
の

負
担
と
な
る
方
向
だ
。
総

事
業
費
は
い
く
ら
に
な
る

の
か
、
副
管
理
者
と
し
て

明
示
さ
れ
て
い
る
の
か
。

②�

搬
入
道
路
は
27
億
円
と
聞

い
て
い
る
が
、
そ
の
ぐ

ら
い
か
。
財
政
危
機
宣
言

を
発
し
て
い
る
本
町
と
し

て
、
こ
の
ま
ま
で
は
厳
し

い
選
択
を
迫
ら
れ
る
こ
と

は
明
ら
か
だ
と
思
う
。
少

な
く
と
も
施
設
の
規
模
縮

小
に
し
っ
か
り
臨
ん
で
い

た
だ
き
た
い
。
そ
の
決
意

は
。

西澤　伸明 議員

   総事業費は今のところは聞いていない　
財政難の中、支出を抑える努力をする

    新ごみ処理施設整備計画の 
総事業費は。規模縮小へ取り組みを

   

本
町
の
魅
力
を
再
認
識
し
、

い
い
ま
ち
づ
く
り
に
切
り
替
え
た
い

  

過
疎
法
適
用
と

財
政
危
機
宣
言
発
出
の
状
況
下
で
、

ど
う
町
民
の
利
益
を
守
る
か

　
　
過
疎
法
適
用
と
財
政
危

機
宣
言
発
出
が
も
た
ら
す

影
響
と
そ
の
状
況
下
で
、
い

か
に
町
民
の
利
益
を
守
る
の

か
。
発
表
の
後
「
ま
す
ま
す

人
口
が
さ
び
れ
る
の
で
は
」

「
財
政
危
機
な
の
に
高
校
生

ま
で
医
療
費
無
料
化
は
い
ら

な
い
」
な
ど
、
町
民
の
否
定

的
、
悲
観
的
反
応
を
転
換
し

て
、
前
向
き
な
方
向
、
誰
も

が
等
し
く
安
心
し
て
住
み
続

け
ら
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
具

体
策
が
ど
う
し
て
も
必
要
で

は
な
い
か
。

　

25
年
間
の
国
勢
調
査
の

数
値
で
、
２
，
２
０
０
人

も
減
っ
て
い
る
と
い
う
現
実

を
捉
え
た
と
き
に
大
変
厳
し

い
。「
持
続
的
発
展
計
画
」

の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
、
見
え

る
よ
う
な
施
策
を
出
し
、
本

町
の
魅
力
を
再
認
識
し
、
い

い
ま
ち
づ
く
り
に
切
り
替
え

て
い
く
努
力
を
し
た
い
。
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一般質問

　
　
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場

と
し
て
常
時
使
わ
れ
て
い
る

の
で
、
芝
生
の
管
理
や
マ
ナ

ー
状
況
も
含
め
、
今
後
の
町

財
政
状
況
を
考
え
る
と
、
無

料
貸
し
出
し
の
見
直
し
や
条

例
の
整
備
も
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
が
、
町
と
し
て
の
見

解
は
。

　

ト
ラ
ブ
ル
防
止
や
財
政

面
を
ふ
ま
え
、
今
現
在
、
グ

　
　
い
く
つ
か
の
支
援
体
制

が
あ
る
と
思
う
が
、
町
民
が

知
ら
な
い
機
関
も
あ
る
と
思

う
の
で
、
い
く
つ
か
の
紹
介

を
。

　
ま
た
、
本
町
独
自
の
支
援

体
制
は
。

　

県
は
、
コ
ロ
ナ
に
関
し

て
、
受
診
相
談
セ
ン
タ
ー
や

ワ
ク
チ
ン
の
専
門
相
談
を
毎

日
24
時
間
体
制
で
実
施
。
ま

た
、
ひ
と
り
親
家
庭
、
障
害

の
あ
る
方
、
外
国
語
対
応
、

子
育
て
や
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
専

門
的
な
相
談
窓
口
な
ど
を
設

置
。
滋
賀
県
人
権
セ
ン
タ
ー

で
は
、
コ
ロ
ナ
に
よ
る
人
権

相
談
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
を
開
設
。

本
町
社
会
福
祉
協
議
会
に
お

い
て
は
、
生
活
福
祉
資
金
、

ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場
の
設
定

は
、
条
例
上
で
き
て
い
な
い
。

芝
広
場
と
い
う
条
例
上
の
設

定
に
な
っ
て
い
る
。
同
じ
く

屋
根
付
き
グ
ラ
ウ
ン
ド
、
ゲ

ー
ト
ボ
ー
ル
場
の
部
分
に
つ

い
て
も
、
一
般
開
放
し
て
い

る
状
態
で
、
都
市
公
園
条
例

の
整
備
と
、
今
後
み
ん
な
が

利
用
し
や
す
い
よ
う
な
状
態
、

整
備
に
つ
い
て
、
検
討
を
進

め
て
い
き
た
い
。

岡田　隆行 議員

  利用の制限は行っていない 
整備が必要だと認識

    総合公園の 
利用状況と問題は

  

担
当
部
署
が
相
談
支
援
に
対
応
し
、

必
要
に
応
じ
連
携
を
取
り
な
が
ら
、

切
れ
目
な
く
各
課
横
断
的
に
対
応

  

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る

町
民
に
対
す
る
相
談
支
援
は

総合公園

    本町に空き家は何軒あるのか

コ
ロ
ナ
特
例
貸
付
の
相
談
も

行
っ
て
い
る
。
本
町
と
し
て

は
、
各
課
そ
れ
ぞ
れ
が
相
談

に
応
じ
、
必
要
で
あ
れ
ば
専

門
的
な
相
談
窓
口
へ
つ
な
ぐ

支
援
を
行
っ
て
い
る
。
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一般質問

   建設水道課で把握している物件は、 
令和３年度末の調査時点で87軒

    本町に空き家は何軒あるのか

山田　裕康 議員

■
　
　①�

５
年
間
で
懲
戒
処
分
が
あ

っ
た
７
件
の
内
容
は
。

②�

５
年
間
で
始
末
書
・
顛
末

書
を
提
出
さ
れ
た
の
は
、

何
件
か
。

③�

懲
戒
審
査
委
員
会
に
提
出

さ
れ
た
の
は
、
５
年
間
で

何
件
あ
る
の
か
。

　①�

平
成
30
年
度
の
１
件
は
、

停
職
１
ヵ
月
、
令
和
２
年

度
は
５
件
で
、
停
職
３
ヵ

月
、
戒
告
、
懲
戒
免
職
、

減
給
３
か
月
で
10
分
の
１
、

減
給
１
か
月
で
10
分
の
１
、

令
和
３
年
度
は
１
件
で
、

減
給
１
か
月
で
10
分
の
１

で
あ
る
。

②�

野
瀬
町
長
就
任
か
ら
現
在

ま
で
で
50
件
で
、
平
成
29

年
度
で
２
件
、
平
成
30
年

度
で
５
件
、
令
和
元
年
度

が
２
件
、
ト
タ
ン
の
飛
散

が
１
件
、
空
き
家
か
ら
の

雨
水
の
流
入
が
１
件
、
塀

の
倒
壊
が
１
件
の
全
５
件

が
、
昨
年
１
年
間
で
建
設

水
道
課
に
寄
せ
ら
れ
た
苦

情
で
あ
る
。

※�

本
町
は
、年
々
高
齢
化
率

が
上
が
り
、一
人
暮
ら
し

の
高
齢
者
も
多
い
た
め
、

空
き
家
も
多
く
な
る
。空

き
家
対
策
は
急
を
要
す
る

の
で
、し
っ
か
り
と
把
握

を
。

で
25
件
、
令
和
２
年
度
で

８
件
、
令
和
３
年
度
で
10

件
。

　

�

内
容
は
、
物
損
事
故
、
証

明
書
の
誤
交
付
、
通
知
書

の
誤
発
送
、
契
約
関
係
の

遅
延
、
請
求
処
理
の
遅
延
、

業
務
の
放
置
、
工
期
変
更

が
出
来
て
い
な
い
、
課
税

の
誤
り
で
あ
る
。

③�

現
在
ま
で
で
19
件
で
、
平

成
30
年
度
で
４
件
、
令
和

元
年
度
で
２
件
、
令
和
２

年
度
で
８
件
、
令
和
３
年

度
で
５
件
で
あ
る
。

※�

令
和
元
年
度
に
お
い
て
、

始
末
書
・
顛
末
書
が
25
件

も
出
て
い
る
の
に
、
懲
戒

審
査
委
員
会
に
２
件
し
か

諮
問
さ
れ
て
い
な
い
。
懲

戒
審
査
委
員
会
に
諮
問
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
案
件

が
多
く
あ
る
の
に
諮
問
し

  

平
成
30
年
か
ら
令
和
３
年
ま
で
で
７
件

  

５
年
間
で
懲
戒
処
分
は

何
件
あ
っ
た
の
か

　
　①�

特
定
空
き
家
は
何
軒
あ
る

の
か
。

②�

各
集
落
に
お
い
て
、
空
き

家
は
何
軒
あ
る
の
か
。

③�

集
落
で
、
比
率
が
高
い
の

は
、
ど
の
ぐ
ら
い
か
。

④�

空
き
家
で
、
雑
草
な
ど
の

苦
情
は
何
件
あ
る
の
か
。

　①�

現
在
、
０
軒
だ
が
認
定
を

行
っ
て
い
く
過
程
で
、
２

軒
候
補
と
な
り
得
る
物
件

が
あ
る
。

②�

在
士
が
３
軒
、
下
之
郷
が

８
軒
、
尼
子
が
11
軒
、
呉

竹
が
12
軒
、
小
川
原
が
４

軒
、
北
落
が
５
軒
、
金
屋

が
４
軒
、
正
楽
寺
が
１

軒
、
池
寺
が
６
軒
、
長
寺

東
が
７
軒
、
長
寺
西
が
19

軒
、
法
養
寺
が
２
軒
、
横

関
が
５
軒
で
、
町
全
体
で

約
３
・
３
％
の
空
き
家
が

あ
る
。

③�

長
寺
東
が
８
・
８
％
と
非

常
に
高
い
状
態
と
な
っ
て

い
る
。

④�

昨
年
度
の
実
績
で
、
雑
草

て
い
な
い
こ
と
は
、
大
変

お
か
し
い
こ
と
で
あ
る
。

※�

野
瀬
町
長
は
、
３
月
議
会

に
お
い
て
、
元
職
員
の
裁

判
で
負
け
た
ら
辞
任
す
る

と
受
け
取
ら
れ
る
発
言
を

し
た
の
に
、
６
月
議
会
に

お
い
て
、
こ
の
こ
と
を
取

り
消
し
て
辞
任
し
な
い
と
、

こ
れ
で
は
、
議
会
は
納
得

す
る
こ
と
は
到
底
で
き
な

い
。
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シ
リ
ー
ズ
　
町
の
元
気
も
の

　「
甲
良
の
町
に
は
ね
・
・
・
」

と
語
り
継
ぎ
た
い
繋
げ
た
い

と
誇
り
に
思
う
数
々
の
お
話

が
あ
り
ま
す
。

　
ま
ず
は
自
身
の
住
む
町
を

知
っ
て
、
そ
の
素
晴
ら
し
さ

を
内
外
に
発
信
し
た
い
。
そ

し
て
何
よ
り
「
こ
の
大
切
な

も
の
を
伝
え
な
け
れ
ば
」
と

そ
ん
な
思
い
か
ら
は
じ
ま
っ

た
地
域
の
絵
本
づ
く
り
。

　
集
落
の
人
か
ら
話
を
聞
き
、

様
々
な
情
報
を
寄
せ
集
め
、

お
話
の
中
に
思
い
を
込
め
て

仕
上
げ
ま
す
。
そ
こ
に
挿
絵

が
つ
き
、
色
が
入
り
、
思
い

が
形
に
な
り
表
現
さ
れ
て
い

く
の
で
す
。 

　
約
束
は
守
ら
な
く
て
は
い

け
な
い
こ
と
、
頑
張
る
こ
と
、

身
勝
手
な
争
い
は
し
な
い
こ

と
・
・
・
・
・
　

　
あ
た
り
ま
え
の
穏
や
か
な

暮
ら
し
は
　
人
と
人
と
が
支

え
あ
っ
て
成
り
立
つ
こ
と
。

　
物
語
の
中
に
は
必
ず
人
と

し
て
の
道
し
る
べ
が
示
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
こ
の
町
に
は
ま
だ
ま
だ
沢

山
の
お
話
が
あ
り
ま
す
。

　
住
む
人
が
自
身
の
町
の
す

ば
ら
し
さ
を
知
り
、
語
り
、

誇
り
に
思
う
よ
う
に
な
れ
ば

町
は
お
の
ず
と
活
性
化
す
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　
絵
本
制
作
は
大
変
で
す
が

う
れ
し
い
作
業
で
も
あ
り
ま

す
。
納
品
さ
れ
た
本
を
開
く

と
き
の
感
動
は
言
葉
で
は
表

せ
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

「
郷
土
を
愛
し
、
語
り
継
ぐ
」

そ
し
て
そ
の
中
に
あ
る
「
人

と
し
て
」
の
精
神
と
地
域
の

人
と
の
ふ
れ
あ
い
、
大
切
な

文
化
伝
統
を
形
に
し
て
こ
れ

か
ら
も
伝
え
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　
商
工
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
あ
ら
す

じ
が
あ
り
ま
す
。

こ
ん
に
ち
は
！

�
「
商
工
会
女
性
部
」で
す

甲良町のキャラクター
ココラちゃん
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月　日 内　容
９月２日 全員協議会
　　５日 開会・一般質問
　　６日 一般質問（予備日）
　　９日 予算決算委員会
　12日 予算決算委員会
　13日 予算決算委員会（予備日）
　16日 委員会（予備日）
26日 閉会

　

こ
の
と
こ
ろ
世
界
的
な
食
料
価
格
の
高
騰
が
続
い
て
い
ま
す
。
国
連
食
糧
農
業
機
関

（
Ｆ
Ａ
Ｏ
）
の
食
料
価
格
指
数
は
３
月
に
史
上
最
高
の
高
止
ま
り
を
記
録
し
た
そ
う
で
す
。

価
格
上
昇
は
そ
の
前
か
ら
始
ま
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
に
よ
り
農
作
業
の
停
滞
や
サ
プ
ラ
イ

チ
ェ
ー
ン
の
供
給
網
停
滞
、
天
候
不
順
で
あ
り
、
今
後
更
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
や
円
安

に
も
拍
車
が
か
か
り
、
価
格
上
昇
が
今
後
も
続
く
と
思
わ
れ
ま
す
。
日
本
は
、
食
料
自

給
率
が
先
進
国
で
最
も
低
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
身
近
に
輸
入
食
品
が
あ
ふ
れ
て
、

危
機
感
が
無
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
ど
の
国
で
も
自
国
の
民
に
食
料
を
確
保

で
き
な
け
れ
ば
我
が
国
へ
の
供
給
は
ス
ト
ッ
プ
さ
れ
ま
す
。
最
近
、
経
済
安
全
保
障
と

い
う
議
論
が
国
会
で
も
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
背
景
と
し
て
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
半
導
体

等
戦
略
物
質
の
入
手
困
難
等
が
あ
り
ま
す
。
本
来
食
料
も
国
と
し
て
重
要
な
戦
略
物
質

と
思
い
ま
す
が
、
議
論
が
少
な
い
の
は
残
念
で
す
。
私
た
ち
の
甲
良
は
、
過
疎
に
指
定

さ
れ
た
農
業
地
域
で
も
あ
り
ま
す
が
、
食
料
供
給
の
一
旦
を
担
っ
て
お
り
、
大
切
な
土

地
を
後
世
に
残
し
て
行
く
努
力
も
今
後
は
重
要
な
課
題
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

�

阪
東
佐
智
男

編

集

後

記

せ
せ
ら
ぎ

９月定例会の予定
〜議会を傍聴してみませんか〜

議会の傍聴は事前申し込み不要です。
ぜひ、お気軽にお越しください。
なお、都合により日程が変更になる場
合がございます。
詳しくは、議会事務局へお問い合わせ
ください。電話38－5060

会期日程、議会会議録
などは、ホームページ
でも公開しています。


